
建 管 第１０９０－５号  

平成３１年 ３月 １日  

 

関係各団体の長 様 

 

埼玉県県土整備部建設管理課長  

 

   「ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領」の改定及び「ＩＣＴ活用工事 

（舗装工）試行要領」の策定について 

 

標記ついて、下記のとおり参考送付します。 

 

記 

 

１ 「ＩＣＴ活用工事（土工）試行要領」の改定について 

 (1) 平成２９年１０月４日付け建管第６１５－５号を改定し、別添１のとおり

とする。 

 (2) 主な改定内容 

   起工測量、出来形管理における計測方法の追加等 

２ 「ＩＣＴ活用工事（舗装工）試行要領」の策定について 

 (1) 別添５のとおり 

 (2) 主な内容 

原則として路盤工面積3,000m2 以上の工事を対象に、発注者指定型又は受

注者希望型としてＩＣＴ活用工事（舗装工）を発注するために必要な事項を

定めたもの。 

３ 適用年月日 

平成３１年 ４月 １日以降に起工する工事に適用する。 

４ その他 

 (1) 工事発注にあたっては、発注方式により別添２、３、６又は７を参考に、

特記仕様書を添付する。 

 (2) 入札公告には、発注方式により別添４又は８を参考に、ICT 活用工事につ

いて記載する。 

 (3) ＩＣＴ活用工事において準用する要領及び基準については、別途参考送付

します。 

(4) 試行要領は、建設管理課ホームページを参照してください。 

   http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/doboku-gijutu-reikisyu.html 

 

担 当：埼玉県県土整備部建設管理課 

【積算、電子納品以外に関すること】 

                技術管理担当 髙野、近藤、飯島 

                電話：０４８－８３０－５２０１ 

【積算、電子納品に関すること】 

                土木積算・建設IT担当 古茂田、篠原、川田 

                電話：０４８－８３０－５１９９ 


